厚木市緑のまつり協賛等募集要綱

（趣旨）
第１条　この要綱は、厚木市緑のまつり（以下「まつり」という。）が開催されることに伴い、協賛等を募集することについて、必要な事項を定めるものとする。
（定義）
第２条　この要綱において協賛等とは、まつりの趣旨に賛同する法人等が、厚木市緑のまつり実行委員会（以下、「実行委員会」という。）に対して、まつりの運営に必要な資金として協賛金又は広告掲載料（以下、「協賛金等」という。）の提供を行うことをいう。
（協賛金等）
第３条　協賛金等の内容は、次のとおりとする。使途はまつりの運営費に充てるものとし、詳細は実行委員会で協議の上決定する。
協賛金一口　１万円　
広告掲載料一口　1箇所３万円（中央ステージ下前面パネル）
（申込方法等）
第４条　協賛等を行おうとする企業等は、期日までに、申請用紙を実行委員会の実行委員長（以下、「実行委員長」という。）に提出するものとする。
（協賛等の不受理等）
第５条　実行委員長は、前条第１項の規定による協賛等の申請があった場合において、当該申請者及び申請内容が次の各号のいずれかに該当すると判断したときは、当該申請を拒否するものとする。この場合において、企業等に生じた損害については、一切その責任は負わない。
(1) 法令等に違反するもの又はそのおそれがあるもの
(2) 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
(3) 人権侵害、差別、名誉毀損のおそれがあるもの
(4) 政治性又は宗教性があるもの
(5) 個人の名刺広告に類するもの
(6) 実行委員会が推奨していると誤解されるようなもの
(7) まつりの品位を傷つけ、又は正しい理解を妨げるおそれのあるもの
(8) その他実行委員長が不適当と判断するもの
（協賛金等納付）
第６条　第４条の規定により協賛等申請が受理された企業等は、実行委員長が指定する受入口座に、支払期限までに納付しなければならない。
２　実行委員長は、前項に規定する支払期限までに協賛金等が納付されない場合は、当該協賛等を拒否するものとする。
３　実行委員会は、第１項の規定により納付された協賛金等について、荒天等によりまつりが中止になった場合においても、返還しない。
（協賛企業等の掲示）
第７条　実行委員長は、まつりの会場内に、協賛企業等の名称を掲示するものとする。但し、広告掲載を行った企業は、この限りではない。
（協賛企業等の責任等）
第８条　協賛等の内容に関する一切の責任は、協賛企業等が負うものとする。
２　協賛等をするに当たり係る経費は、協賛企業等の負担とする。
（その他）
第９条　この要綱に定めるもののほか、必要な事項は実行委員長が別に定めるものとする。

附則
　この要綱は、令和７年11月11日から施行する。

